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調  査  地 ： 奈 良 県 奈 良 市 佐 紀 町  

調 査 面 積 ： 1,150 ㎡  

調 査 期 間 ： 2006 年 １ 月 ６ 日 ～ 継 続 中  

 

１ ． こ れ ま で の 調 査  

平 城宮 の東 南部 に位 置し てい る朝 集殿 院は 、朝 堂院 でお こな われ る儀 式が はじま

る まで 官人 が待 機す る場 所で あっ たと 考え られ てい ます 。朝 集殿 院に は朝 集殿 院南

門 から 朝堂 院南 門へ と続 く南 北道 路が あり 、道 路の 東西 には 朝集 殿と 呼ば れる 建物

が 建 っ て い ま し た 。 こ の う ち 、 東 朝 集 殿 は 唐 招 提 寺 の 講 堂 と し て 移 建 さ れ て お り 、

現 存す る平 城宮 の建 物と して は唯 一の もの とな って いま す。  
朝 集殿 院の 発掘 調査 は、東朝 集殿 の基 壇や 、朝 集殿 院の 東面 築地 塀を 確認 した第

48 次 調 査 （ 1968 年 ） に は じ ま り ま す 。 その 後、 北辺 部の 調査 や南 門の 調査 、東 南

部 の調 査が 進み まし た。なか でも 東南 部の 調査 では 、朝 集殿 院の 区画 施設 が掘 立柱

塀（ 奈良時 代前 半）か ら築地 塀 (奈 良 時 代 後 半 )へ と 建 て か え ら れ て いた こと と 、奈

良 時代 前半 の朝 集殿 院が 、後 半の それ より 東西 幅が 広か った こと を明 らか にし まし

た 。  

一 方 、 北 側 の 朝 堂 院 で も 発 掘 調 査 が 進 み 、 朝 堂 の 基 壇 （ 奈 良 時 代 後 半 ） 下 か ら 、

掘 立柱 建物 が次 々と みつ かり まし た。掘立 柱建 物は 基壇 上の 礎石 建物 とほ ぼ同 じ位

置 にあ り、い ずれも 奈良 時代 前半 の朝 堂と 考え られ ます 。このた め 、朝集 殿で もそ

の 前身 とな る建 物が あっ たの かど うか 、調 査に よっ て確 認す る必 要が 生じ てき まし

た 。こ うし た目 的の もと でお こな った のが 、第 370 次 調 査 （ 2004 年 ）・ 第 394 次 調

査 （ 2005 年 ） で す が 、 東 朝 集 殿の 基壇 下で 掘立 柱建 物は みつ かっ てい ませ ん。  

な お 、第 370 次 で は 朝 集 殿 院 中 央 部の 調査 も実 施し まし た 。この 調査 では 、南北

道 路の 側溝 や路 面上 の「 旗竿 穴」 を検 出し てい ます 。  
 
２ ．調 査の 目的 と成 果  

 今次 調査 では 2 箇 所 で 発 掘 調 査 を お こな いま した 。西 側の 調査 区を 「中 央区 」、

東 側の それ を「 拡張 区」 と呼 びま す。  

中 央区  中 央区 の調 査目 的は 、こ れま での 調査 でみ つか って いる 南北 道路 の側溝

や 、「 旗 竿 穴 」 の 状 況 を 明 ら か に す る こ と に あ り ま す 。 調 査 の 結 果 、 次 の 知 見 を 得



 

ま した 。  

ま ず 、朝集 殿院 中央 の南 北道 路の 東側 溝と 、西 側溝 とを 検出 しま した 。両 側溝 の

間 隔 は 80 尺 （ 約 24m） で 、 朝 集 殿 院 の 中 軸 線 を 介 し て 東 西 対 称 の 位 置 に あ り ま す 。 

続 い て 、路 面 上 で ２ 条の 道路 側溝 にほ ぼ平 行し て並 ぶ穴 を検 出し まし た。穴の間

隔 は一 定し てお らず 、一部は 重複 して いま す。同 様の穴 は 、隣接 する 第 265 次 （ 朝

堂 院 南 門 ）・ 第 370 次 調 査 な ど で も 検 出 して おり 、朝 集殿 院の 北半 部約 40m に わ た

り 、穴 列 が み つ かっ たこ とに なり ます 。そして その 性格 につ いて です が、平 安時代

に は 、元日 朝賀 や外 国使 節を 迎え る儀 式の 際に 、朱雀門 から 朝集 殿院・朝 堂院 を経

て 、大 極殿 の前 にい たる 各所 に旗 を立 てる 規定 があ りま す。奈良 時代 の史 料に も旗

を 立て た記 載が あり ます ので 、路 面上 の穴 は儀 式の 際に 旗竿 を立 てた 穴と 考え られ、

重 複関 係か らは 旗竿 が複 数回 立て られ てい るこ とが わか りま す。  
こ のほ か、調 査区北 端部 で東 西溝 を１ 条検 出し まし た。第 267 次 調 査 で は 、約 ８

m を 隔 て て 平 行 す る 東西 溝を ２条 検出 して いま すが 、今 回み つか った のは 南側 の東

西 溝で す。重 複関係 から 、こ の東 西溝 は南 北道 路の 側溝 より 古い こと が判 明し 、第

267 次 の 出 土 遺 物 か ら は 、奈 良時 代初 頭に さか のぼ る可 能性 があ りま す。  
拡 張区  拡 張 区 の 調 査 目 的 は 、東朝 集殿 の前 身建 物を 探す とい うも ので す 。第 370

次 ・ 第 394 次 調 査 で は 、 基 壇 下 に 掘立 柱建 物が ない こと が判 明し まし た。 よっ て 、

残 され た可 能性 は基 壇の 西方 か 、基壇 東側 のい ずれ かで す 。そこ で 、今次 調査 では

第 394 次 調 査 地 の 真 西 で 、 東 朝集 殿の 前身 建物 を探 すこ とに なり まし た。  

調 査 の 結 果 、 拡 張 区 の 中 に は 掘 立 柱 建 物 が な い こ と が わ か り ま し た 。 こ の た め 、

前 身建 物が 東朝 集殿 の真 西に あっ た可 能性 は打 ち消 され ます 。そ こで 、前 身建 物が

唐 招提 寺講 堂か ら推 定さ れる 東朝 集殿 とほ ぼ同 規模（南 北 34.7m・東 西 13.6m）か 、

ひ と 回 り 小 さ い と仮 定し た場 合、 考え られ る可 能性 は次 のと おり とな りま す。  

Ａ ． 拡 張 区 の 南 側 に 広が って いる 未調 査範 囲に 、前 身建 物が 存在 する 。  

Ｂ ． 東 朝 集 殿 の 東 側 に、 前身 建物 が存 在す る。  

こ の 場 合 、 東 面 築 地 塀 （ 奈 良 時 代 後 半 ） の 下 位 で 掘 立 柱 建 物 が み つ か る 可 能

性 があ りま す。  

Ｃ ． 前 身 建 物 は 存 在 しな い。  

こ の 場 合 、 基 壇 な い し は 基 壇 建 物 が 奈 良 時 代 前 半 か ら 存 在 し た 可 能 性 と 、 奈

良 時代 前半 には 東朝 集殿 がな かっ た可 能性 との ２つ があ りま す。  

３ ．ま とめ  

第 399 次 調 査 の 成 果 を ま と め ると 、次 のと おり とな りま す。  

①  朝 集殿 院中 央部 で南 北道 路の 側溝 と旗 竿穴 を新 たに 検出 しま した 。旗竿 穴は 朝

集 殿院 南門 から 朝堂 院南 門に いた るま で続 いて いる もの と考 えら れま す。  

②  東 朝集 殿の 真西 には 、そ の前 身建 物が 存在 しな いこ とが 判明 しま した 。  

 
現 地説 明会 のご 案内 を電 子メ ール に切 り替 えて おり ます 。ご 希望 の方 は、  

お 名 前 、 ご 住 所 、 メ ール アド レス を下 記ア ドレ ス宛 お送 りく ださ い。  

E-mail ア ド レス  heijo@nabunken.go.jp 


